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1 ．本論の目的

放課後児童クラブ（行政用語では放課後児童クラブ
であるがここでは一般に流布している「学童保育」で
主に表記することにする。ただし，原典が放課後児童
クラブとなっている場合はそのまま表記する）に関し
ての近年の動向はきわめて流動的である。これも学童
保育がいわゆる子ども・子育て関連三法2012年 8 月国
会成立の中に位置づけられたことによりその方針に従
って2017年以降落ち着いてくるものと思われるが地方
自治体，とくに市町村はそれへの対応に追われること
になるものと予想される。ただこうした学童保育全般
に関しては成書（全国学童保育連絡協議会編2013な
ど）にゆだねることとして本論は障害のある子どもの
学童保育に絞ってまとめていきたい。

なお，本稿は障害児の学童保育に関する展望研究で
はなく，筆者が今後の研究の方向性を探るためという
位置づけである。したがっていくつかの研究や報告な
どの引用文献等を紹介してまとめていきたい。

2 ．障害児の学童保育の状況について

現今の障害のある子どもの学童保育に関しては著者
が厚生省（当時）の厚生科学研究　子ども家庭総合研
究事業（恒次，1999，2000）においてまとめていた頃
に比べて著しく変化している。その変化の一端は，全
国学童保育連絡協議会（2012）によるまとめを引用す
る。

・2001年 障害児加算，小規模加算（過疎地対象） が
創設。

・2003年 障害児加算は障害児 2 名からに緩和。
・2006年 障害児受入加算は一人から補助対象になる。
・2008年 障害児受入促進で単価倍増　加配分の予算

化

2001年から障害児の受け入れが障害児加算という形
で公的に認容されるようになったのが始まりであろ

う。そして，おおむね加算や加配などの予算面で拡大
してそれが当時のエンゼルプラン，新エンゼルプラン
等の少子化対策などと絡み合って学童保育の拡大に伴
い障害児の受け入れも進んできたといえる。

また，障害児の学童保育に関するまとまった著書
（論文や書籍の章節除く）は茂木俊彦，田中島晁子　
1989　学童保育と障害児　一声社が最初であったよう
に思う。ついで茂木 俊彦，野中賢治，森川 鉄雄編　
2002　入門ガイド障害児と学童保育　大月書店へと続
き，これの続編というべきか近年の特別支援を視点に
入れた改訂版というべきか茂木俊彦編著，全国学童保
育連絡協議会編集協力　2010　入門ガイド発達障害児
と学童保育　大月書店があり，その他引用参考文献に
あげたような一連の成書が出版されている。この中で
のおおざっぱな流れをいえば障害児教育が平成19年よ
り特別支援教育へと移行していったことと同時並行的
に「発達障害」「気になる子」への関心が高まり，そ
の子どもたちへの対応などをテーマとした著書や論文
が増えてきている印象がある。ただし，もともと特別
支援教育が始まるきっかけともなった通常学級内にお
ける発達障害のある（予想される）子どもたちと，そ
の子どもたちへの対応に苦慮している教師たちがいた
ように学童保育内においても同様のことが生じていた
ことは間違いのないところであり，したがって，こう
した動向は当然の流れといえる。

3 ．全国学童保育協議会2012年調査（概要）から

本調査はほぼ 5 年に 1 回実施されているが今回調査
では発達障害者法や特別支援教育の動向もあってか初
めて発達障害に関する調査も行われたことが特筆され
る。下記に引用（一部語句，語尾など，筆者修整）す
る。また，【 】内は引用に対する筆者のコメントであ
る。
＜障害のある子どもの受け入れ数＞

障害のある子どもの入所については，5 年前の調査
と比べて，受け入れていると回答した学童保育数は
1.58倍，入所している障害のある子どもの数は1.73倍
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と大幅に増えている。
9 年前の2003年調査と比べると，受け入れている学

童保育数は2.5倍，障害のある子どもの数は 3 倍に増
えている。

日経新聞2013/3/31の記事によると，障害児が利用
する学童保育は8913施設，児童数は 1 万9639人。3566
施設，6358人だった03年の調査と比べると，それぞれ
2.5倍，3 倍に増えた。現在は利用する障害児が 1 人で
も複数でも，施設への人件費補助は同額。同協議会は

「さらなる受け入れのために，国は人数に応じた補助
制度に変えてほしい」としている。（学童保育利用の
障害児，10年で 3 倍に　働く女性増加　全国学童保育
連絡協議会　紙上コメント含む引用）

具体的には障害のある子どもが入所する学童保育が
ある市町村数は2003年調査953市町村，2007年調査990
市町村，2012年調査1022市町村であった。

また，障害のある子どもが入所している学童保育数
2003年調査3566か所，2007年調査5639か所，2012年調
査8913か所であり，入所している障害のある子どもの
人数は2003年調査2007年調査6358人11335人2012年調
査19639人であった。

調査の集計結果は表 1 の通りであるが，2012年調査
の回収率（86.9％）を考慮した推計値は

次のようになる。（ ）内は全体数との比較（％）
① 障害のある子どもが入所している学童保育のある
市町村の数約1170自治体（73.1％）
② 障害のある子どもが入所している学童保育の数約
1 万250か所（49.1％）
③ 入所している障害のある子どもの数約 2 万2600人

つぎに受け入れている場合，ひとつの学童保育に何
人の障害のある子どもが入所しているか（表2　施設
個別調査より）ではひとつの学童保育に入所している
障害のある子どもの数も増えており，1 人570箇所 

（43.5％），受け入れている学童保育では，平均 2 人
330 箇所（25.2％），3 人181 箇所（13.8％）4 人79箇
所 （6.0％），5 人55箇所 （ 4.2％），6 人以上95箇所（7.3
％），合計1310箇所 であり全体の平均は2.36人という
調査結果であった。

現在，国には障害のある子どもの受け入れのために
指導員一人分の加配ができる補助があるが，1 人以上
は何人受け入れても同額という問題がある。

（参考） 厚生労働省の調査（2012年 5 月 1 日現在） 全
数調査　障害児受入クラブ数10460か所（全クラブ数
比49.6％）障害児受入人数23424人。

【確実に障害児の受け入れは進んでいるが後に述べる
研修体制補助，指導員加配の状況を見ると単純には喜
べないことがわかる。保護者としてはただ預かってく
れるだけでありがたいということになりかねないとこ
ろがあろう。また 1 施設で 6 人以上が95カ所もあり国
のガイドラインの 1 施設定員40人ということからみれ

ばかなりの負担になっている可能性もあるがこの資料
ではわからないが障害のある児童を中心に据えた少人
数制の学童保育所である可能性もある。】

＜発達障害のある子どもの入所状況＞
2004年に「発達障害者支援法」が制定され，「市町

村は，放課後児童健全育成事業について，発達障害児
の利用の機会の確保を図るため，適切な配慮をするも
のとする」と，学童保育の利用の促進が盛り込まれた
ことを背景とした新規の調査項目であるという。

発達障害のある子どもの入所が増えているといわれ
ている中で，今回の調査で初めて「発達障害のある子
ども」の入所状況についても調査した（個別調査）。

障害のある子どもが入所している学童保育（1310か
所）のうち，「発達障害のある子ども」が入所してい
る学童保育は，963箇所であった。回答した学童保育
の 6 割弱に障害のある子どもが入所しているが，その
うちの 7 割強の学童保育には発達障害のある子どもが
入所している。

【発達障害の子どもたちの利用状況調査はきわめて意
味のあることで価値の高い調査である。ただし，発達
障害は医学的診断が行われている場合と行われずにそ
うした傾向のある子どもたちがカウントされる場合が
あることもあって実数把握に関しては慎重である必要
があるように思う。このことについて，丸山啓史

（2012）が指摘するように，「通常学級に在籍する発達
障害の子どもへの関心が高まる中，従来であれば「障
害児」とされなかった子どもが「障害児」と見なされ
るようになった」ことを踏まえ，「障害児の学童保育
への参加実態については，今後さらに丁寧な把握が求
められよう。」と指摘していることは重要なことであ
る。】

＜障害のある子どもを受け入れている場合の補助や加
配指導員の状況＞表 3

障害のある子どもを受け入れている（1022市町村）
に対する質問では（（ ）内は％）1 ）補助金の加算ま
たは加配指導員の有無（回答数994市町村）では，ど
ちらかがある2003年調査56.8％，2007年調査667箇所

（67.4％）2012年調査 730箇所 （73.4％）どちらもない
2003年 調 査41.4 ％ ，2007年 調 査323箇 所 （32.6 ％），
2012年調査 264箇所 （26.6％）であった。

【補助金加算や加配は徐々に増えているものの今回調
査でも 4 分の 1 強が整備されていない状況にある。学
童保育が市町村事業として位置づけられていく中，市
町村の財政体力の相違が大きく影響してくる可能性が
ある。】

2 ）障害のある子どもの受け入れについてのプログ
ラムの有無（自治体による回答）表 4 では指導員向け
の研修プログラムがある2003年調査14.4％ 2007年調
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査15.8％，2012年調査38.6％で，巡回指導がある（2003
年，2007年，2012年調査の順に）5.7％ 12.6％ 20.5％
であり，療育相談活動がある（2003年，2007年，2012
年調査の順に）8.0％ 12.0％ 15.4％であった。

【自治体による研修体制は 4 割に達成せず，巡回指導
も 2 割，療育相談活動は15％と，障害のある児童を引
き受けても引き受けているだけになっており，各学童
保育所や全国，あるいは都道府県，市町村の学童保育
連絡協議会などが行っている研修プログラムや自主的
な巡回相談事業，療育相談に依存している可能性が高
い。ある程度の研修のレベルを維持し，また，通所し
てきている障害のある児童のためにもそして指導員の
ためにも巡回相談事業や療育相談活動を国による基準
の作りと支援が必要かと思う。】

表 1　障害のある子どもの入所状況

2003年調査 2007年調査 2012年調査
障害のある子ど
もが入所する学
童保育がある市
町村数

953市町村 990市町村 1022市町村

障害のある子ど
もが入所してい
る学童保育数

3566か所 5639か所 8913か所

入所している障
害のある子ども
の人数

6358人 11335人 19639人

表 2　受け入れている場合，ひとつの学童保育に何人の障
害のある子どもが入所しているか

2012年調査
1 人 570（ 43.5）
2 人 330（ 25.2）
3 人 181（ 13.8）
4 人 　79（　6.0）
5 人 　55（　4.2）
6 人以上 　95（　7.3）
合　計 1310（100.0）
1 施設平均受入数 2.36人

（参考） 厚生労働省の調査（2012年 5 月 1 日現在）
全数調査 障害児受入クラブ数　10460か所

（全クラブ数比　49.6％）障害児受入人数　23424人

＜障害のある子どもを受け入れている場合の補助や加
配指導員の状況＞

表 3　障害のある子どもを受け入れている1022市町村に
対する質問の回答 （ ）内は％
補助金の加算または加配指導員の有無（回答数 994市町村）

2003年調査 2007年調査 2012年調査
どちらかが

ある 58.6％ 667 （67.4） 730 （73.4）

どちらも
ない 41.4％ 323 （32.6） 264 （26.6）

表 4　障害のある子どもの受け入れについてのプログラム
の有無（自治体数）

（障害のある子どもを受け入れている学童保育のある自治
体の回答）

2003年調査 2007年調査 2012年調査
指導員向けの
研修プログラ
ムがある

14.4％ 15.8％ 38.6％

巡回指導があ
る 5.7％ 12.6％ 20.5％

療育相談活動
がある 8.0％ 12.0％ 15.4％

4 ．ガイドラインに関して

放課後児童クラブの運営内容に関する研究会（柏女
霊峰座長）は平成23年度「改訂版・放課後児童クラブ
ガイドライン」を作成し公にした。

長いけれどもこれを引用すると「厚生労働省は，平
成19年10月19日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
通知「放課後児童クラブガイドラインについて」を発
出した。このガイドラインはより良い方向に誘導する
ガイドラインとしての性格を有するものとして作成さ
れ，以後，地方自治体における独自のガイドラインの
作成や，このガイドラインに基づく運営の強化などが
目立つようになりました。しかしながら，ガイドライ
ンが通知されて 5 年，放課後児童クラブ数・利用児童
数は大きく増加したものの，課題も浮き彫りになって
きています。さらに，平成24年 8 月22日に公布された
いわゆる子ども・子育て関連 3 法に伴う改正児童福祉
法（第 6 条の 3 第 2 項）により放課後児童クラブの対
象年齢等運営内容の変更が行われ，かつ，子ども・子
育て支援法第59条第 5 号において地域子ども・子育て
支援事業の一つとして位置づけられ，平成27年度をめ
どに安定財源が子ども・子育て分野に追加投入され
て，放課後児童クラブも質，量ともに拡充されること
が予定されています。それに合わせ，市町村は放課後
児童健全育成事業の設備及び運営に関する条例による
基準を作成することが求められることとなり，国は，
今後，その「従うべき基準」及び「参酌すべき基準」
を盛り込んだいわゆる放課後児童健全育成事業の設備
及び運営に関する基準を規定することとなりました
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（児童福祉法第34条の 8 の 2 第 1 項並びに第 2 項）。
このような経緯と事情をふまえ，再びこども未来財

団の助成を受けた「放課後児童クラブの運営内容に関
する調査研究」（野中賢治主任研究者）のもとに「放
課後児童クラブの運営内容に関する研究会」（柏女霊
峰座長）を設置し，新たな時代の「放課後児童クラブ
ガイドライン」の作成を検討することとなりました。
その成果が本報告書ということになります。」と述べ
ている。

そして，障害児の受け入れについては次のようなガ
イドラインを提案している。

「 7 障害児の受け入れについて
（1）障害児の受け入れの考え方
○障害児について希望がある場合は，可能な限り受

け入れに努めることが必要である。
○発達障害児が放課後児童クラブを利用する機会が

確保されるよう，適切な配慮を行う必要がある。
○放課後児童クラブの環境条件によっては，放課後

児童クラブでの受け入れが困難な場合が考えられるた
め，障害に配慮した援助・支援が行えるように受け入
れの判断を行うことが必要である。

○受け入れの判断について，子ども本人及び保護者
の立場に立ち，公平性を保って行われるように受け入
れの判断の基準等を定めることが求められる。

○受け入れの判断は，書類確認，面接，観察などの
ほか，関係者が合議するなどして行うことが求められ
る。
（2）障害児の受け入れにあたっての留意点
○障害児の特性をふまえた援助・支援の向上のため

に，学校や地域の障害児関係の専門機関（デイケア施
設も含む），専門家等との相談体制を構築し，障害児
受け入れのための職員研修や学習会の実施による指導
の向上に努めることが求められる。

○障害児やその他配慮を要する子どもを受け入れる
際，その障害の程度等から特に個別の支援が必要な場
合は放課後児童指導員を加配することが必要である。
また「保育所等訪問支援」を活用するなど，専門家の
協力や保護者との相談等を工夫し，計画的で継続的な
個別支援ができるようにすることが望まれる。

○障害児が放課後児童クラブで安全に過ごすことが
できるように，施設・設備のバリアフリー化に取り組
むことが求められる。環境整備は，施設整備等の改修
に加えて子どもの利用にあわせた環境設定の工夫が望
まれる。

○障害児の放課後児童クラブへの受け入れにあたっ
ては，障害者虐待防止法の理念にもとづいて障害児へ
の虐待の防止に努めるとともに，防止にむけての措置
を講ずることが必要である。」

ここで述べられているのは障害のある学童の受け入
れにあたっての基本的な方向性を示したものであり，

より具体的な指針にあたっては実際の学童保育所の全
国組織である全国学童保育連絡協議会が提案している
ような学童保育の指針にも沿ったものが必要になるだ
ろう。

なお，2013年12月には厚生労働省は「社会保障審議
会児童部会　放課後児童クラブの基準に関する専門委
員会報告書～放課後児童健全育成事業の質の確保と事
業内容の向上をめざして～」とする基準案を公にし
た。

5 ．考察に代えて

以上，簡単に障害のある子どもたちの学童保育に関
して最近の状況について参考引用文献に基づき述べて
きた。

今後の検討課題としては，
ａ．指導員の資格問題

この課題は従来からつねに検討されてきた課題であ
るが資格制度と指導員の待遇改善とは表裏一体のもの
だと思う。指導員の待遇改善は従来より全国学童保育
連絡協議会などの関係団体が厚生労働省等に強く要望
しているところである。公的（国家資格や臨床心理士
などのような認定協会方式によるばあいでも）な資格
制度ができても不安定な就労環境での勤務が続く限
り，資格をとってまで指導員になろうとするかどうか
疑問である。寄りよい人災を確保するためにも資格問
題と待遇改善は並行して進められていく必要がある。

ｂ．障害のある子どもの学童保育と特別支援教育との
連携

すでに成書として西本絹子編著（2009）による学級
と学童保育で行う特別支援教育がある。詳細は同書を
参照されたい。

学童保育に通所する児童の多くは地域の小学校へ通
学する児童であるから当該児童の通学する学校におい
てとくに特別支援の対象となっている児童に関しては
その児童への対応（個別の指導計画など）が行われて
いるはずである。小学校と学童保育所との連携が求め
られる由来がそこにある。特別支援教育では地域での
保健・福祉・医療・労働等との連携が求められてお
り，その点からも同様にこの連携は児童やその保護者
にとって利益となるばかりでなく小学校や学童保育
所，相互の利益にもかなうものといえる。

学校との連携について全国学童保育連絡協議会編
（2013）の「学童保育の保育指針（案）（改訂版）」に
よれば，

「① 子どもの生活の連続性と子ども理解を深めなが
ら，お互いの役割を果たせるよう学校と学童保育が積
極的に連携を図ることが必要。
② 学校・学童保育の年間計画や行事予定の交換，下
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校時刻の確認，学校内での生活や子どもに関する情報
の交換・相互の調整・連携をとることが必要。
③ 学校長や担任教諭はもちろんのこと，養護教諭や
スクールカウンセラーなどについても必要に応じて連
携を図ることに努める。

とし，
さらに，福祉事務所，児童相談所，子ども家庭支援

センター，保健所，児童館や保育所などの児童福祉施
設との連携をはかることが必要。特に，児童虐待等に
より福祉的介入が必要とされるケースについては，市
町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活用
しながら，児童相談所や保健所等の関係機関と連携し
て対応を図ることが求められます。」等，多岐にわた
る連携に関する指摘を行っている。

個人情報の保護に努め，保護者とも連携しながらと
りわけ，通常学級において特別支援の対象となってい
る児の個別の教育支援計画，個別の指導計画等との齟
齬を生じないような連携をとっていく必要がある。小
学校での児への対応と学童保育所での対応の一貫性の
なさは児にとっては混乱を招く要因になりかねない。
ただし，学校と学童保育所ではその目的（児童福祉法

（2012年 8 月10日改定，2015年 4 月施行予定）第 6 条
の 3 第 2 項　放課後児童健全育成事業とは，小学校に
就学している児童であって，その保護者が労働等によ
り昼間家庭にいないものに，授業の終了後に児童厚生
施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与
えて，その健全な育成を図る事業とされている）は異
なるものであるのでそれを踏まえた上での連携が模索
される必要がある。

なお，これの推進にあたっては当然，保護者の意向
や個人情報の保護が前提となっていなければならな
い。

ｃ．カンファレンス機能の充実
個別の児童に関するカンファレンスは当然行われて

いるはずのものであるが施設内のカンファレンスでだ
けではなく地域や個別のカンファレンスの充実が望ま
れる。森崎照子（2012）はその重要性に鑑みて著者の
豊富な経験に照らした学童保育カンファレンスをまと
めている。また，浜谷直人（2011）も自身の相談活動
の経験を通した提言をまとめている。

障害のある子どもはある種の障害，たとえば，
ADHDという診断名だけでは把握できない，当たり
前のことであるが個々にさまざま個性的な課題を抱え
ているものである。こうしたことに関しては専門家に
よるカンファレンス，あるいはスーパーバイズを受け
ることも重要になる。上に述べた学校との連携でいえ
ば学校の特別支援コーディネーターとのカンファレン
スなども展開されて良い。これらは各施設の創意工夫
によりさまざまなやり方で展開しているかと思われる

が上に述べたように市町村からの支援は乏しいものと
なっている。子育て支援関係と教育委員会等との連携
が必要になるのではないだろうか。

以上，縷々述べてきたことなどに基づき次の研究へ
のとっかかりとしたい。
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